
受診の手順

人間ドック補助
クーポン

電子クーポン対象事業

優待ドック

対象者 生年月日

満40歳 S60.4.2～S61.4.1生まれ

満45歳 S55.4.2～S56.4.1生まれ

満50歳 S50.4.2～S51.4.1生まれ

満55歳 S45.4.2～S46.4.1生まれ

満59歳 S41.4.2～S42.4.1生まれ

モバイル端末を所持していない等やむを得ない事情で電子クーポンが

利用できない方には紙クーポンを発行します。

紙クーポンが必要な方は、事前に申請が必要です。

右記バーコードを読み取り、クーポン申請フォームから申請してください。

1.クーポン内容確認画面

よりご自身の電子クー

ポン付与状況を確認

2.健診機関に予約

3.スマホを持参

4.健診機関で二次元バー

コード読み取り

5.受診

埼玉県教職員互助会　会員専用ページ

ぜ
ひ

受診を！

福利課

厚生担当 048-830-6703

まずは、マイページを確認♪
（クーポン内容確認専用ログイン画面）
　※クーポンの付与は６月１日（月）

おトクに
受診を！

補助対象期間 
令和８年７月１日から
令和８年１２月末まで

※２

※１　年齢・受診種別によって補助金額が異なります。詳細は、4月1日付通知をご確認ください。

※２　任意継続組合員・退職互助会会員は対象外です。

　　　健診機関の営業日に準拠します。受診期間以外で受診した場合は全額自己負担となります。

会員専用ページパスワードは福利のしおり１ページ目に記載しています。

 マイページは
こちら 

※１

※優待ドック対象者ではない組合員(会員)には

　「一般」のクーポンを付与しています。

※各優待年齢は、令和８年４月１日現在の満年齢です。
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